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２．障害者歯科医療連携加算の新設 

 

障害者の病態等により歯科診療所における歯科診療が困難な場合にお

いて、病院である保険医療機関又は障害者歯科医療を積極的に行ってい

る専門性の高い医療機関が当該歯科診療所からの文書による紹介により

当該患者を受入れ、歯科医療を提供した場合の評価を行うため、初診料

に係る加算を新設する。 

 

障害者歯科医療連携加算    100 点（初診時１回） 

 

[算定要件] 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長

等に届け出た保険医療機関において、歯科診療所で基本診療料に係る障害者加

算を算定した患者であって、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を

受け、外来による初診を行った場合に算定する。 

[施設基準] 

(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関又は基本診療料の障害者加算を算定す

る外来患者が月平均 20 人以上の歯科診療所である保険医療機関であること。 

(2) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメ

ーター）、酸素吸入（人工呼吸・酸素吸入用のもの）、救急蘇生セット（薬剤

を含む）を整備していること。 

(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう、病院である別の医科の保険医療機関と

の連携体制が整備されていること。 

 

３．在宅及び障害者歯科医療に係る連携促進 

 

地域において在宅及び障害者歯科医療を担う歯科診療所等と病院歯科

やいわゆる口腔保健センター等の診療部門、医科の医療機関、ケアマネ

ジャー等との連携促進を図る観点から、これらの医療機関等に対して、

歯科診療所等が歯科訪問診療料又は基本診療料に係る障害者加算を算定

している患者に係る情報を提供し、紹介した場合の評価を行う。 

 




